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（総括図）

内 閣 総 理 大 臣 ※

デ ジ タ ル 大 臣 ※

副 大 臣 （1人、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を含まない。）※

大 臣 政 務 官 （1人、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を含まない。）※

デ ジ タ ル 監 （1人)※

デジタル審議官 （1人)
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（デジタル社会推進会議）

統 括 官

公 文 書 監 理 官

審 議 官

（1人、充て職)

（4人)

（5人、併任の者を除く)

参 事 官

（22人、併任の者を除く)

デジタル社会推進会議

（デジタル社会推進会議）

議 長 （内閣総理大臣をもって充てる。)

副 議 長 （内閣官房長官及びデジタル大臣をもって充てる。)

議 員 （次に掲げる者をもって充てる。①議長及び副議長以外の全ての国務大臣、②内閣官房副長官、デジタル副大臣若しくは関係府省の副大
臣、デジタル大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者)

幹 事 （関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。)

デ ジ タ ル 庁

（内部組織）（546）
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